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＜別紙１＞ 

 

市町村事務の広域化・効率化ワーキンググループ設置要領 

 

 （目的） 

第１ 岩手県国民健康保険運営方針（以下「運営方針」という。）第７の規定に関する事

務的な検討、協議を行うため、岩手県国民健康保険連携会議設置要綱第４条の規定に基

づき、市町村事務の広域化・効率化ワーキンググループ（以下「ワーキンググループ」

という。）を設置する。 

 

 （所掌） 

第２ ワーキンググループは、次に掲げる事項について、事務的な検討、協議を行うもの

とする。 

 (１) 保険者事務の共同実施に関すること。 

 (２) 市町村事務の共通化に関すること。 

 (３) その他岩手県国民健康保険連携会議座長（以下「座長」という。）が必要と認め

る事項。 

 

 （構成員） 

第３ ワーキンググループは、以下の者から座長が指名する者で構成する。 

 (１) 岩手県保健福祉部健康国保課国保担当課長 

 (２) 国保地区協議会の地区ごとに当該地区協議会が推薦する市町村の実務担当者 

 (３) 岩手県国民健康保険団体連合会事務局の実務担当者 

２ 岩手県保健福祉部健康国保課国保担当課長は、ワーキンググループを招集し、会議の

議事進行を行う。 

３ ワーキンググループは、必要に応じて構成員以外の者を出席させ、説明又は意見を求

めることができる。 

 

（庶務） 

第４ ワーキンググループの庶務は、岩手県保健福祉部健康国保課において行う。 

 

（その他） 

第５ この要領に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、座

長が別に定める。 

 

   附 則 

この要領は、平成 30年５月８日から施行する。 


